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感
染
拡
大
を
抑
え
る
た
め
、
検
査
を
増

感
染
拡
大
を
抑
え
る
た
め
、
検
査
を
増

や
す
こ
と
が
必
要
で
す

や
す
こ
と
が
必
要
で
す

発熱などの症状がある方は
　
医
療
機
関
や
高
齢
者
施
設
等
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー
防
止
と
重
症
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
日
本
共
産
党
は
、
施
設
で
の
定
期
的

な
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
国
や
府
の
責
任
で
行
う
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。
高
槻
市
で
も
市
独
自
に
施
設
で
の
定
期
的
な
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
の
実
施
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

新型コロナ受診相談センター
電話番号：072-661-9335
受付時間
午前 9時 00 分から午後 5時 15 分（土曜・日曜・祝日を除く）
※上記の時間以外は、次項目の夜間・休日帰国者・接触者相談セ
ンターへご相談ください。
夜間・休日　帰国者・接触者相談センター
専用電話番号：050-3531-5598
受付時間
平日午後 5時 15 分から翌午前 9時 00 分
土曜・日曜・祝日
高齢者等優先ダイヤル
高齢者や基礎疾患等のある方で、新型コロナウイルス感染症の疑
いの症状がある方はご相談ください。
電話番号：072-661-9334
受付時間
午前 9時 00 分から午後 5時 15 分（土曜・日曜・祝日を除く）
上記の時間以外は、前項目の夜間・休日帰国者・接触者相談セン
ターへご相談ください。
聴覚障がいの方の相談先
聴覚障がいの方は、ファクスで相談を受け付けています。
ファクス番号：072-661-1800

３月議会日程 ３月１日（月）

８日（月）
９日（火）
10日（水）
12日（金）

15日（月）
16日（火）
17日（水）
25日（木）

26日（金）

本会議／施政方針説
明、他
本会議／代表質問
本会議／質疑
本会議／質疑
福祉企業委員会

市民都市委員会
文教にぎわい委員会
総務消防委員会
本会議／採決、
一般質問
本会議／一般質問

※いずれも午前10時
　開会です。
　ぜひ傍聴をお願い
　します。

　まずはかかりつけ医に電話でご相談を。かかりつけ医がいない方は、新型コロナ受
診相談センターで相談を受け付けています。



市政相談市政相談
きよた純子きよた純子

電話でご連絡
ください

電話でご連絡
ください

６７６−５０６８
〜お気軽にご相談を〜

※留守の場合は必ず、留守電話に氏名と連絡
先の録音をお願いします。
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３
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収
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護
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険
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の
減
免
が
で
き
ま
す

　
自
粛
要
請
は
十
分
な
補
償
と

セ
ッ
ト
で
お
こ
な
う
こ
と
が
必

要
で
す
。
飲
食
店
だ
け
で
な

く
、
感
染
拡
大
を
抑
え
る
た
め

に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
の

実
態
に
即
し
た
保
障
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
、

５
０
か
国
で
消
費
税
の
減
税
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
日
本
共
産

党
は
、
経
済
対
策
と
し
て
も
消

費
税
の
引
き
下
げ
を
強
く
求
め

ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
危
機
で
多
く
の
女
性

が
職
を
失
い
、
様
々
な
困
難
に

直
面
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け

女
性
の
自
殺
の
急
増
は
き
わ
め

て
深
刻
で
す
。日
本
共
産
党
は
、

生
活
に
困
窮
す
る
人
へ
の
公
的

支
援
の
抜
本
的
強
化
を
求
め
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

で
バ
イ
ト
が
十
分
に
で
き
ず
、

日
々
の
食
事
に
こ
と
欠
く
学
生

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学

授
業
料
の
半
額
免
除
、
給
付
型

奨
学
金
の
拡
充
な
ど
学
生
支
援

の
強
化
を
強
く
求
め
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に

よ
り
失
業
や
収
入
減
で
生

活
困
難
に
陥
る
人
が
増
え

て
い
ま
す
。
生
活
保
護

バ
ッ
シ
ン
グ
や
そ
こ
か
ら

生
じ
る
誤
解
、
偏
見
で
利

用
を
た
め
ら
う
人
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
収
入
が
最
低
生
活
費
未

満
の
人
が
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
割
合
―
―
日

本
の
捕
捉
率
は
約
２
割

で
す
が
、
ド
イ
ツ
は
６

割
、
イ
ギ
リ
ス
は
５
～
６

割
、
フ
ラ
ン
ス
が
９
割

（
O
E
C
D
基
準
）で
す
。

こ
の
数
字
か
ら
も
日
本
は

生
活
に
困
っ
て
い
て
も
申

請
を
た
め
ら
う
人
が
多
い

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。　

　
日
本
共
産
党
は
、
必
要

な
人
が
生
活
保
護
を
受
給

で
き
る
よ
う
、
政
府
が
国

民
に
向
け
「
生
活
保
護
の

申
請
」
に
つ
い
て
広
報
す

る
こ
と
が
必
要
だ
と
求
め

て
き
ま
し
た
。
昨
年
12
月

22
日
に
、
厚
生
労
働
省
が

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
生

活
保
護
制
度
を
紹
介
し

「
生
活
保
護
の
申
請
は
国

民
の
権
利
で
す
」
と
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。
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課
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コ
ロ
ナ
の
影
響
で
主
た

る
生
計
維
持
者
の
収
入
が

前
年
よ
り
30
％
以
上
減
少

し
た
場
合

連
絡
先　
高
槻
市
役
所
国

民
健
康
保
険
課

0
7
2-

6
7
4-

7
0
8
1

申
請
は
３
月
末
ま
で

緊
急
小
口
資
金
・
総
合
支

援
資
金
（
生
活
費
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
休

業
な
ど
で
一
時
的
な
資
金

が
必
要
な
人
や
、
失
業
な

ど
で
生
活
の
立
て
直
し
が

必
要
な
人
に
向
け
た
貸

付
。
こ
の
貸
付
金
は
昨
年

12
月
末
で
受
付
を
終
了
す

る
予
定
で
し
た
が
、
今
年

３
月
末
ま
で
受
付
期
間
が

延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

緊
急
小
口
資
金
：
20
万
円

（
上
限
）

総
合
支
援
資
金
：
月
20
万

円
（
上
限
）

貸
付
期
間
：
原
則
３
月
以

内連
絡
先　
高
槻
市
社
会
福

祉
協
議
会　

０
７
２-

６
７
４-

７
４
９
６
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ロ
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イ
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援

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
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関
す
る
生
活
支
援
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案
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ダ
イ
ヤ
ル

情
報
案
内
ダ
イ
ヤ
ル
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府
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業
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縮
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金

大
阪
府
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縮
協
力
金

連
絡
先　
市
民
生
活
相
談

課　0
7
2-

6
7
4-

7
0
2
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夜
20
時
か
ら
翌
朝
５
時

ま
で
の
夜
間
時
間
帯
に
営

業
を
行
っ
て
い
る
店
舗
で
、

１
月
14
日
か
ら
２
月
７
日

ま
で
営
業
時
間
短
縮
要
請

に
協
力
し
て
い
る
飲
食
店

等
を
対
象
に
協
力
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

協
力
金
の
支
給
条
件
は
、

朝
５
時
か
ら
夜
20
時
ま
で

の
間
の
営
業
時
間
の
変
更

と
酒
類
の
提
供
は
11
時
か

ら
19
時
ま
で
。
感
染
防
止

宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
（
大
阪

府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
店
舗

登
録
、
ス
テ
ッ
カ
ー
を
発

行
し
、
店
舗
に
貼
っ
て
い

る
こ
と
）

※
休
業
す
る
場
合
も
２
月

７
日
ま
で
に
感
染
防
止
宣

言
ス
テ
ッ
カ
ー
の
登
録
が

必
要
で
す
。

申
請
手
続
き
：
２
月
８
日

か
ら
受
付
開
始

連
絡
先　
大
阪
府
営
業
時

間
短
縮
協
力
金
に
関
す
る

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

0
6-

6
2
1
0-

9
5
2
5

（
平
日
・
土
曜
日
９
時
か
ら

19
時
、
日
曜
日
及
び
祝
日

を
除
く
）

〜くらし、営業に対する支援制度の拡充を〜

受
付
時
間　
平
日
の
午
前

８
時
45
分
か
ら
午
後
５
時

15
分
ま
で


